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政
府
に
よ
る
「
衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
薬
剤
師
に
よ
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
接
種
に
関
す
る
質
問
に
対

す
る
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
二
〇
四
第
一
三
七
号
）
（
以
下
、
本
件
答
弁
書
）
に
つ
い
て
、
答
弁
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
た

め
、
次
の
と
お
り
再
質
問
し
ま
す
。 

一 

薬
剤
師
に
よ
る
注
射
な
ど
の
ワ
ク
チ
ン
接
種
に
つ
い
て
、
本
件
答
弁
書
で
は
「
薬
剤
師
が
当
該
行
為
を
適
法
に
業
と
し
て

行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
た
め
に
は
、
（
中
略
）
立
法
措
置
が
必
要
と
な
る
と
考
え
て
い
る
。
」
と
回
答
が
あ
っ

た
。
こ
れ
は
、
厚
生
労
働
省
が
、
有
識
者
に
よ
る
検
討
会
等
に
よ
る
議
論
を
経
て
、
歯
科
医
師
の
よ
う
に
「
違
法
性
阻
却
を

確
認
す
る
通
知
」
を
出
し
て
も
、
薬
剤
師
は
注
射
に
よ
る
ワ
ク
チ
ン
接
種
を
で
き
な
い
と
い
う
意
味
で
す
か
。
そ
れ
と
も

「
違
法
性
阻
却
を
確
認
す
る
通
知
」
に
よ
り
、
薬
剤
師
が
注
射
に
よ
る
ワ
ク
チ
ン
接
種
を
で
き
る
可
能
性
は
ゼ
ロ
で
は
な
い

の
で
す
か
。 

 

右
質
問
す
る
。 


